
登
記
簿

現
況

1 B-1 小渕字山下1005番8 畑 畑 346 自己専用住宅

2 C-1
内牧字上原新田
3255番1の一部 畑 畑

866
のうち
90.67

既存施設の拡張

変更理由書

（１）春日部農業振興地域整備計画の変更理由

（２）農用地利用計画の変更理由

農用地区域からの除外

地目

法律第13条第１項に定める経済事情変動その他情勢の推移により必要が生じたため。
法律第13条第２項に定める１号から6号の事項を検討したところ、全ての要件を満たしているた
め。
法律第13条第１項に定める経済事情変動その他情勢の推移により必要が生じたため。
法律第13条第２項に定める１号から6号の事項を検討したところ、全ての要件を満たしているた
め。

経済事情の変動等により農用地等以外の用途に供することが必要となったと認められるため、当該農用地区域から除外し、農業振興地域整備計画の農用地区域を変更す
る。
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